
令和 8年度税制改正大綱により新設！

「大胆な投資促進税制」とは 

※記事内容は、記事更新日時点の情報です。最新の情報は、必ず省庁や自治体の公式 HP をご確認

ください。 

 

令和 7年 12月 19日、政府は令和 8年度税制改正大綱を決定し、「大胆な投資促進税制（特定

生産性向上設備等投資促進税制）」の新設を示しました。 

 

本税制は、国内投資の拡大と企業の稼ぐ力の向上を目的に、高付加価値化に向けた大胆な設備投資

を促進する税制上の措置です。 

 

この記事では、「大胆な投資促進税制」の概要とあわせて、設備投資に活用できるその他の税制も解説

します。 

 

なお、本記事の内容は税制改正の方針を示す大綱に基づくものです。 

 

今後、この大綱をもとに税制改正法案が国会審議を経て成立する予定のため、制度内容が変更となる

可能性がありますのでご留意ください。 



大胆な投資促進税制とは 

 

出典：経済産業省 令和 8年度 経済産業関係 税制改正について 

掲載ページ：経済産業省 令和 8年度経済産業省関連予算案等の概要 

 

「大胆な投資促進税制」は、高付加価値な国内設備投資を後押しするための税制です。本税制では、

取得した設備に対する即時償却または税額控除 7％等の措置を講じます。 

 

国内投資の拡大を通じて日本企業の「稼ぐ力」を向上させ、賃上げを含めた好循環を形成することを目

的としています。 

 

参照：令和 8年度 経済産業省関係 税制改正について 

掲載ページ：経済産業省 令和 8年度経済産業省関連予算案等の概要 

対象業種および対象法人 

「大胆な投資促進税制」の対象業種は、原則、すべての業種です。なお、青色申告書を提出する法人が

対象です。 

https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2026/pdf/03.pdf
https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2026/
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/20251226taikou.pdf
https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2026/


ただし、中小企業者（適用除外事業者を除く。）または農業協同組合等以外の法人については、前期

より所得が増加した一定の事業年度で、かつ、次のいずれにも該当しない場合、本制度（繰越税額控

除制度を除く。）を適用しません。 

1）賃上げ要件 

継続雇用者給与等支給額の増加割合が 1％以上 

 ※以下の場合は 2％以上 

 ・資本金の額等が 10億円以上かつ常時使用する従業員数が 1000人以上 

 ・常時使用する従業員数が 2000人超 

2）国内設備投資要件 

国内設備投資額が当期償却費総額の 30％超 

 ※以下の場合は 40％超 

 ・資本金の額等が 10億円以上かつ常時使用する従業員数が 1000人以上 

 ・常時使用する従業員数が 2000人超 

対象資産要件 

対象となる資産は、生産等に必要な設備等であり、「特定生産性向上設備」（仮称）に該当するもの

です。事業者は、対象資産ごとに、即時償却または税額控除を選択できます。 

 

例：機械装置、器具備品、工具、建物、構築物、建物附属設備、ソフトウェア 

特定生産性向上設備とは 

本税制の対象となる「特定生産性向上設備等」とは、産業競争力強化法に基づく生産性向上設備等

のうち、次の基準を満たし、改正法施行日から令和 11年 3月 31日までの間に、当該投資計画につい

て経済産業大臣の確認を受けたものを指します。 

 

1）生産性向上設備等の導入に係る投資計画に記載された生産等設備を構成する生産性向 

上設備等の取得価額の合計額が 35億円以上（中小企業者または農業協同組合等につい 

ては、5億円以上）であること 

 



2）生産性向上設備等の導入に係る投資計画における年平均の投資利益率（ROI）が 15％以上と

なる見込みのもの 

 

3）生産性向上設備等の導入に係る投資計画に必要な資金調達手段が記載されていること 

 

4）生産性向上設備等の導入に係る投資計画が取締役会等の適切な機関の意思決定に基づくもの 

 

5）上記のほか、生産性向上設備等の導入がその法人の設備投資を増加させるもの 等 

 

ROI（Return on Investment）とは、投じた費用に対してどれだけの利益を得られるかを示す指標で

す。 

 

算出式：（営業利益＋減価償却費） ÷ 設備投資額 × 100 

 

※減価償却費＝会計上の減価償却費 

※設備投資額＝設備の取得等をする年度におけるその取得等をする設備の取得価額の合計額 

措置内容 

措置内容は、次のとおりです。 

設備の種類 取得価額 税額控除率 

機械装置 一台または一基の取得価額が 160万円以上の

もの 

税額控除 7％ or 即時償却 

工具 

および器具備品 

それぞれ一台または一基の取得価額が 120万円

以上のもの 

（それぞれ一台または一基の取得価額が 40万

円以上で、かつ、一事業年度におけるその取得価

額の合計額が 120万円以上のものを含む） 

税額控除 7％ or 即時償却 

建物 一の取得価額が 1000万円以上のもの 税額控除 4％ or 即時償却 

建物附属設備 

および構築物 

それぞれ一の取得価額が 120万円以上のもの 

（建物附属設備については、一の取得価額が 60

万円以上で、かつ、一事業年度におけるその取得

税額控除 4％ or 即時償却 



価額の合計額が 120万円以上のものを含む） 

ソフトウェア 一の取得価額が 70万円以上のもの 

（販売目的のソフトウェアは除く） 

税額控除 7％ or 即時償却 

 

措置期間 

令和 11年 3月 31日までに設備投資計画について法律に基づく経済産業大臣の確認を受けた場

合、当該確認日から 5年以内に取得等を行い、事業の用に供した設備等が対象となります。 

 

このため、建設期間が長期にわたる大型設備投資にも適用が可能です。 

他の設備投資税制との併用制限 

特定生産性向上設備等に係る投資計画について確認を受けた法人は、その計画期間中、次の税制の

適用を受けることができません。※中小企業経営強化税制は繰越税額控除制度を除く 

 

1）地域未来投資促進税制 

2）中小企業経営強化税制 

3）カーボンニュートラルに向けた投資促進税制 

参考）設備投資に活用できる主な関連税制 

ここでは、設備投資に活用できる主な税制について、令和 8年度税制改正大綱における変更点も含め

て紹介します。 

 

地域未来 

投資促進税制 

概要 地域経済牽引事業計画に基づき建物や機械等の設備投資を行う場

合、法人税等について特別償却（最大 50％）または税額控除（最大

6％）の適用を受けられます。 

変更点 令和 8年度税制改正大綱では、収益が拡大しているにもかかわらず賃

上げや国内投資に消極的な大企業について、一定の租税特別措置の税

額控除の適用を停止する措置の期限を令和 10年度末まで延長すると

ともに、要件を一部見直します。 

 

https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/miraitoushi/zeiseishien.html
https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/miraitoushi/zeiseishien.html


本税制も当該措置の対象に含まれます。 

 

【対象となる主な租税特別措置】 

・研究開発税制（重点産業技術試験研究費に係る措置を含む） 

・地域未来投資促進税制 

・カーボンニュートラル投資促進税制 

中小企業 

経営強化税制 

概要 中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、対

象設備の取得や製作等をした場合に、即時償却または取得価額の

10％の税額控除（資本金の額等が 3,000万円超の法人は 7％）が

選択適用できます。 

変更点 ・「特定生産性向上設備等投資促進税制」において特定生産性向上設

備等に係る投資計画の確認を受けた法人は、計画期間中、中小企業

経営強化税制は適用対象外となります。 

 

・中小企業経営強化税制における工具・器具備品の取得価額要件を引

き上げます。 

変更前：30万円以上 

変更後：40万円以上 

中小企業 

投資促進税制 

概要 機械装置等の対象設備を取得や製作等をした場合に、取得価額の

30%の特別償却または 7％の税額控除を選択適用できます。 

変更点 中小企業投資促進税制における工具の取得価額要件を引き上げます。

具体的には、これまで、次の要件を満たす必要がありました。 

 

● 1台または 1基の取得価額が 30万円以上の工具で、その合

計額が 120万円以上 

 

令和 8年度税制改正大綱により、上記要件を、次のとおり変更します。 

 

● 1台または 1基の取得価額が 40万円以上の工具で、その合

計額が 120万円以上 

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kyoka_zeisei.html
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kyoka_zeisei.html
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/tyuusyoukigyoutousisokusinzeisei.html
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/tyuusyoukigyoutousisokusinzeisei.html


中小企業 

防災・ 減災投

資促進税制 

概要 事業継続力強化計画/連携事業継続力強化計画に対象設備の投資を

行うことを記載して認定を受けた中小企業者が、認定後 1年以内に予

定していた設備導入を行った場合に、特別償却 16%の適用を受けられ

ます。 

変更点 中小企業防災・減災投資促進税制については、令和 8年度税制改正

大綱における制度内容の見直しはありませんでした。 

カーボンニュート

ラル投資促進

税制 

概要 産業競争力強化法の計画認定制度に基づく生産工程等の脱炭素化と

付加価値向上を両立する設備の導入に対して、税額控除または特別償

却の措置を受けられます。 

変更点 ・適用期限を延長 

 2028年 3月 31日までにエネルギー利用環境負荷低減事業適応計

画の認定を受け、認定日から 3年以内に取得等を行い、事業の用に供

した設備を対象とします。 

 

・税制措置の内容を見直し 

産業競争力強化法に基づく計画認定制度により、生産工程の脱炭素化

と付加価値向上を両立する設備の導入について、最大 8％の税額控除

（中小企業者等は最大 10％）、または 30％の特別償却を適用しま

す。 

 

・炭素生産性の向上率要件を見直し 

 

参照：財務省 令和 8年度税制改正の大綱（3/9） 

参照：令和 8年度 経済産業省関係 税制改正について 

掲載ページ：経済産業省 令和 8年度経済産業省関連予算案等の概要 

まとめ 

この記事では、「大胆な投資促進税制」の概要とあわせて、設備投資に活用できるその他の税制も解説

しました。  

今後、税制改正法案の成立後に詳細公表となります。本税制の適用を検討する際は、必ず最新情報を

ご確認ください。 

 

令和 8年 2月２７日 作成：株式会社 Stayway 

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/bousai/keizokuryoku.html#:~:text=%E3%81%A6%E3%81%8A%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82-,%E4%B8%AD%E5%B0%8F%E4%BC%81%E6%A5%AD%E9%98%B2%E7%81%BD%E3%83%BB%E6%B8%9B%E7%81%BD%E6%8A%95%E8%B3%87%E4%BF%83%E9%80%B2%E7%A8%8E%E5%88%B6%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6,%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%94%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82&text=%E4%BB%A4%E5%92%8C7%E5%B9%B44,%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%82%92%E3%81%8A%E9%A1%98%E3%81%84%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/bousai/keizokuryoku.html#:~:text=%E3%81%A6%E3%81%8A%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82-,%E4%B8%AD%E5%B0%8F%E4%BC%81%E6%A5%AD%E9%98%B2%E7%81%BD%E3%83%BB%E6%B8%9B%E7%81%BD%E6%8A%95%E8%B3%87%E4%BF%83%E9%80%B2%E7%A8%8E%E5%88%B6%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6,%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%94%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82&text=%E4%BB%A4%E5%92%8C7%E5%B9%B44,%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%82%92%E3%81%8A%E9%A1%98%E3%81%84%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/bousai/keizokuryoku.html#:~:text=%E3%81%A6%E3%81%8A%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82-,%E4%B8%AD%E5%B0%8F%E4%BC%81%E6%A5%AD%E9%98%B2%E7%81%BD%E3%83%BB%E6%B8%9B%E7%81%BD%E6%8A%95%E8%B3%87%E4%BF%83%E9%80%B2%E7%A8%8E%E5%88%B6%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6,%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%94%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82&text=%E4%BB%A4%E5%92%8C7%E5%B9%B44,%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%82%92%E3%81%8A%E9%A1%98%E3%81%84%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
https://www.meti.go.jp/policy/economy/kyosoryoku_kyoka/cn_zeisei.html
https://www.meti.go.jp/policy/economy/kyosoryoku_kyoka/cn_zeisei.html
https://www.meti.go.jp/policy/economy/kyosoryoku_kyoka/cn_zeisei.html
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/08taikou_03.htm
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/20251226taikou.pdf
https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2026/

